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業務制限の範囲について 

 
 第２回委員会においては、登録政治資金監査人の業務制限について、以下の

流れで検討を進めた。 
  

・ 現行制度の確認 
・ 業務制限に関する報道事例の紹介 
・ 委員会におけるこれまでの議論の経緯（マニュアル改正及び「取りまと

め」策定時）の確認 
・ 他法令の例として、政党助成法及び地方自治法における業務制限に係る

規定の確認 
・ 報道された事例の類型ごとに、論点の整理 

 
第３回委員会においては、１）前回の委員会の審議の中で委員より示された

疑義に答えるとともに、２）登録政治資金監査人アンケートにおいて、業務制

限の対象範囲の拡大を検討すべき対象として具体的に回答のあったものについ

て、その論点を整理。 
 
 
Ⅰ 第２回委員会における委員からの指摘事項 
 
（１）業務制限の範囲の考え方について、制度創設時の経緯 

 

 施行規則改正に先立って、総務省として示した考え方は以下の３点。 
 ① 法律で定める業務制限（監査人が当該団体の代表者、会計責任者、又は

会計責任者の職務代行者）に準ずる内容とする 
 ② 政党助成法の規定を参考に検討 
 ③ 監査の公平性の確保に配慮しつつ、まずは監査人の確保のため、最低限

の内容を規定 
 
当時の経緯を踏まえ、近親者の範囲については、政党助成法や公認会計士法

と同様に配偶者のみを対象とする現行制度を維持することが適当であると考え

るか。 
 
 

委員限り 

資料Ｃ 
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一方で、 
・監査人の確保が最優先の課題であった制度創設時からの状況の変化 
・他法令でも公認会計士法の規定と異なる近親者の業務制限の規定例がある 
こと（※参照） 

・組織化された政党と比べ、国会議員の近親者の役割も大きい国会議員関係 
政治団体の性質 

などを踏まえ、近親者に係る業務制限については、例えば二親等以内の親族

についても業務制限の対象とする考え方もあるか。 
 
【※参照】他法令における近親者の業務制限 
 政党助成法による監査の業務制限は、政党助成法施行規則において、公認会

計士法の業務制限の規定を引いてくる形で定められている。 
 一方、金融商品取引法による監査も、政党助成法同様、その業務制限につい

ては省令（財務諸表等の監査証明に関する内閣府令）で公認会計士法の規定を

引いてくる形で定められているが、配偶者だけではなく、公認会計士の二親等

以内の親族が現在若しくは過去１年以内に又は監査関係期間に被監査会社の

役員等である場合も業務制限の対象とされている。（昭和 39 年改正により追

加） 
 
（２）海外の政治資金に関する監査の業務制限 

  
主要国について（米英仏独韓）、監査対象、監査人となる資格を有する者、

業務制限について整理（別紙参照） 
 
 
Ⅱ アンケート結果を踏まえたさらなる論点整理 
 
 登録政治資金監査人アンケートの Q13 において、業務制限の範囲について質

問しているが、「対象範囲の拡大を検討しても良いと思う」とした回答のうち、

その対象について自由記入欄に具体的な回答があったものについて、その取扱

いを整理（前回委員会で既に示したものを除く。）。 
 
（１）「公職選挙法第１８０条の出納責任者」 

    
公職選挙法第１８０条の出納責任者は、選挙運動に関する収入及び支出の責

任者であり、各候補者につき、一人選任しなければならない。 
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その職務内容は、 

①会計帳簿を備え選挙運動に関するすべての寄附及びその他の収入並びに支

出を記載すること 
②選挙運動に関するすべての支出について領収書その他の支出を証すべき書

面を徴すること 
③選挙運動に関するすべての寄附及びその他の収入並びに支出の報告書を当

該選挙を管理する選挙管理委員会又は中央選挙管理会に提出すること 
④寄附の明細書を受理すること 
⑤会計帳簿及び書類を報告書提出の日から三年間保存すること 
⑥立候補準備のために要した費用の精算をすること 

 となっている。 
 
（例） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  政党助成法においては、出納責任者は業務制限の対象とされていない。 
 

しかし、出納責任者Ｂは、国会議員Ａの選挙運動に関する収入及び支出の責

任者であり、国会議員Ａの国会議員関係政治団体である団体Ｃの（選挙時や平

常時）の政治活動にも深い関わりがある場合も考えられることから、そのよう

な場合、国会議員Ａにより選任された出納責任者Ｂが、団体Ｃの政治資金監査

を行うとすると、国民から見た登録政治資金監査人の「外部性の確保」が十分

代表者である
国会議員Ａ 
（登録政治資金監査人） 

国会議員関係

政治団体Ｃ 

選任 

政治資金監査 

政治資金監査 
業務制限 

公選法第１８０条
の出納責任者Ｂ 
（登録政治資金監査人） 
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なされているといえるか。 
   
  一方、国会議員Ａの選挙運動に関する出納責任者Ｂの、国会議員関係政治

団体Ｃの政治活動への関与のあり方は様々であると考えられることから、一

律に業務制限の対象とする必要はないとの考え方もあるか。 
 

なお、H21 第２回・第３回委員会において、Q&A（Ⅱ－７）の書きぶりを

めぐり、「法律上は業務制限に該当しないが、望ましくない」という認識をい

かに示唆するかについて議論があった。 
 

■政治資金監査に関するＱ＆Ａ（平成２２年９月改訂版抜粋） 
Ⅱ－７ 公職選挙法の「出納責任者」による政治資金監査 
Ｑ 登録政治資金監査人が、国会議員に係る公職の候補者から公職選挙法第

１８０条の「出納責任者」に選任されている場合は、当該国会議員に係る

公職の候補者の国会議員関係政治団体について、政治資金監査を行うこと

はできるのか。 
Ａ 公職の候補者に係る公職選挙法第１８０条に規定する出納責任者である

ことは、当該候補者に係る国会議員関係政治団体に対する政治資金規正法

上の業務制限に該当しません。 
  なお、政治資金監査を行った登録政治資金監査人の氏名は政治資金監査

報告書において明らかになります。  
 

（２）「国会議員関係政治団体の会員」 

   
政党助成法においては、政党の党員（構成員）は業務制限の対象とされてい

ない。 
 
  また、政治団体の会員（構成員）は、実態として、当該政治団体の政治活

動との関わりの程度には差があるため、国会議員関係政治団体の会員につい

て一律に業務制限の対象とする必要はないのではないか。 
 
  一方、国会議員関係政治団体の会員が、当該団体の政治資金監査を行うこ

とは、支持者が政治資金監査をしていることとなり、国民の目から見て、登

録政治資金監査人の「外部性の確保」がなされているといえるか。 
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（３）国会議員（他の国会議員の関係団体の政治資金監査を行うことを制限） 

 
政党助成法においては、所属政党にかかわらず、国会議員は一律に監査の業

務制限の対象とされている。これは、公認会計士法又は金融商品取引法におけ

る監査証明業務の業務制限に含まれる内容ではないが、国会議員と政党の特別

な関係を踏まえ、監査人の独立性を確保する観点から、政党助成法施行規則に

おいて独自規定として加えているものであると思われる。 
 
国会議員による、本人の関係団体に対する政治資金監査は、現行制度におい

ても既に業務制限の対象とされているが、国会議員は政治活動において、単独

で活動しているわけではなく、政党などを介して他の国会議員と密接に協力し

ていることに鑑みると、国会議員について一律に業務制限の対象とすべきと考

えられるか。 
 
一方、政治団体の運営において、当該団体が支持・推薦する国会議員以外の

国会議員の関与は限定的なものであることから、国会議員について一律に業務

制限の対象とする必要はないとの考え方もあるか。 
 
（４）「市議会議員・県議会議員」 

 

  政党助成法において、地方議会の議員は業務制限の対象とされていない。 
 
  地方議会の議員と国会議員の関わりのあり方は様々であり、国会議員関係

政治団体と著しい利害関係を有するとみて、市議会議員・県議会議員につい

て一律に業務制限の対象とする必要はないのではないか。 
 
  一方、地方議会議員の中には、特定の国会議員と政治活動上深い関係を有

する者もあることから、国民の目からみて、「外部性の確保」がなされている

といえるか。 


